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川棚町社会福祉協議会 

通所介護事業・従前通所介護相当サービス事業 重要事項説明書 

≪令和 6年 6月 1日現在≫ 

 

 

１．事業者の概要 

（１）法人名    社会福祉法人 川棚町社会福祉協議会 

（２）法人所在地  長崎県東彼杵郡川棚町下組郷３３８番地５７ 

（３）電話番号   ０９５６－８２－２１２１ 

（４）代表者氏名  会 長  岬 常春 

（５）設立年月   昭和５７年５月１７日 

 

  ※当法人が行っている他の介護保険事業 

  ・「通所介護事業」、「従前通所介護相当サービス事業」【事業所番号 第 4271200091号】 

  ・「居宅介護支援事業」【事業所番号 第 4271200075号】 

 

２．事業所の概要 

（１）事業所名及び所在地等 

事  業  所  名 川棚町社会福祉協議会 通所介護事業所 

所    在    地 長崎県東彼杵郡川棚町下組郷３３８番地５７ 

介護保険指定番号 

【第４２７１２０００９１号】 

通所介護（平成 11年 10月 1日 長崎県指定） 

従前通所介護相当サービス(平成 19年 4月 1日 川棚町指定) 

サービスを提供する対象地域 

川棚町・波佐見町・東彼杵町・佐世保市の一部区域 

ただし波佐見町・東彼杵町・佐世保市の一部区域については

事業所より利用者宅まで概ね８㎞圏内とする 

 

（２）事業所の職員体制 

 常勤 非常勤 業務内容 計 

管 理 者 

（他事業所同職兼務） 
１名  事業所全体の管理・監督  １名 

生活相談員 
(内 2 名は介護職員兼務) 

３名  
利用者の申し込みに係る調整及び

生活相談、連絡調整など  
３名 

看護職員 

(機能訓練指導員兼務) 
３名  

健康管理、必要時の処置、機能訓練 

など  
３名 

介護職員 
(内常勤 2 名は生活相談員兼務、

非常勤２名は他事業所兼務) 

６名 ４名 日常生活介護全般など  １０名 

 

（３）事業所の定員及び設備の概要 

定   員 ３５ 名 

静養室兼機能訓練室 １５１．２０㎡  送 迎 車 
8台（リフト車 4

台）  

一 般 浴 室 ２０．６４㎡  食   堂 ４４．７３㎡  
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相 談 室 ２２．６８㎡  特殊機械浴室 １８．７２㎡  

（４）営業時間 

営 業 日 月曜日から土曜日（祝祭日営業） ＊１月１日～３日を除く 

受 付 時 間 午前８時３０分～午後５時３０分まで 

サービス提供時間 
午前９時３０分～午後４時４５分まで（送迎時間含まず） 

短時間での利用も相談に応じて提供いたします 

           ★緊急連絡電話  ０９５６－８２－２１２１ 

 

３．サービス内容 

（１）送  迎    自宅から事業所までの送迎を行います。 

（２）食  事    栄養士の作成する献立表により、栄養並びに利用者の身体の 

          状況及び嗜好に配慮した食事を提供します。 

（３）入  浴    入浴または清拭を行います。  

（４）健康チェック  ご利用当日の健康状態のチェックを行います。 

（５）日常動作訓練  日常生活を送るのに必要な機能の回復またはその減退を防止 

          するための機能訓練を実施します。 

（６）生活相談    利用者及びその家族の介護等に関する相談に応じます。 

 

４．利用料金 

（１） 通所介護（要介護１～５の方※１割負担の場合） サービス提供時間 ７時間以上 8 時間未満 

【１回あたりの料金】 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 公費対象者 

基 本 利 用 料 658円 777円 900円 
1,023

円 

1,148

円 

負担なし 入 浴 加 算 40円 

サ ー ビ ス 提 供 体 制 

強 化 加 算 Ⅰ 
22円 

（※）介護保険負担割合証の利用者負担割合が２割又は３割となっている方は、基本利用 

料、入浴加算、サービス提供体制強化加算Ⅰが２又は３を乗じた金額となります。 
 

（２） 従前通所介護相当サービス事業（要支援１及び２の方※１割負担の場合） 

【月額料金となります】 要支援１ 要支援２ 公費対象者 

基 本 利 用 料 1,798円／月   3,621円／月   
負担なし 

サ ー ビ ス 提 供 体 制 

強 化 加 算 （ Ⅰ ） 
88円／月   176円／月   

（※）介護保険負担割合証の利用者負担割合が２割又は３割となっている方は、基本利 

用料、サービス提供体制強化加算Ⅰが２又は３を乗じた金額となります。 

（※）利用者の体調不良や状態の改善等により、介護予防サービス・支援計画書（ケア

プラン）に定めた期日よりも利用が少なかった場合であっても日割りでの減額は

ありません。 

（※）月ごとの定額制となっているため、月の途中からの利用開始や月の途中で終了し 

た場合は、以下に該当する場合を除いては原則として日割り計算は行いません。 

①月途中に新規利用となる場合 

②月途中に要介護から要支援に変更となった場合 

③月途中に要支援から要介護に変更となった場合 

④同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合 
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（３）その他の加算 

介 護 職 員 等 

処 遇 改 善 加 算 Ⅰ 

【基本利用料＋サービス提供体制強化加算Ⅰ】の合計 

×9.2％の料金が加算されます 

（※）介護の現場で働く介護職員等に対して処遇改善を図るための環境整備や賃金

改善に充てることを目的とした加算となります。 

 

（３）介護保険給付対象外の自己負担（実費分） 

①食事等の提供に伴う料金 

食事代（昼食） ４５０円／食 おやつ代 ５０円／回 

②おむつ代 

布パンツ ２００円／枚 
パット（吸水パット含

む） 
５０円／枚 

紙パンツ １００円／枚  

 

（４）キャンセル料 

キャンセル料は発生しません。なお送迎の都合等がありますので、当日キャンセ

ルされる場合は、午前８時３０分までに事業所へご連絡ください。 

 

（５）支払方法 

基本的に口座からの振替をお願いします。 

※毎月、１０日までに前月分の請求いたします。指定の口座に毎月２６日までに

請求額をご用意下さい。当月２７日に前の月の利用料を振替（引落し）いたし

ます。振替に係る手数料は川棚町社会福祉協議会が負担します。 

 

５．サービスの利用方法 

（１）サービスの開始 

利用契約と同時に通所介護（従前通所介護相当サービス）計画を作成し、サービ

スの提供を開始します。 

 

（２）サービスの終了 

① 利用者の都合でサービスを終了する場合 

   サービスの終了を希望する日の１週間前までに文書でお申し出ください。 

② 当事業所の都合でサービスを終了する場合 

   人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合 

   があります。その場合は、終了１ヶ月前までに文書で通知いたします。 

③ 自動終了 

以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

●利用者が介護保険施設等に入所された場合 

●利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）と認定された場合 

●利用者が死亡した場合 

④ その他 

●事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場

合、利用者や家族などに対して社会的通念を逸脱する行為を行った場合、ま

たは事業所が破産した場合、利用者は文書で解約を通知することによって即

座にサービスを終了することができます。 
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●利用者が、サービス利用料金の支払いを３ヶ月分以上遅延し、利用料金を催

告したにもかかわらず７日以内に支払わない場合、または利用者や家族など

が事業所や事業所のサービス従事者に対して本契約を継続しがたいほどの

背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終

了させていただく場合がございます。 

 

６．当事業所の運営の方針 

（１）事業所の従事者は、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立

した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護、その他日常生活

上の必要な世話及び機能訓練を行う。 

 

（２）本事業の実施にあたっては、保険者及び地域の保健・医療・福祉サービスとの綿

密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

 

７．第三者評価の実施状況 

実施の有無 ： 無 

 

８．緊急時及び事故発生時の対応方法 

（１）サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、速やかに利用者の家族等に連 

 絡を行うとともに、利用者に対して応急処置、医療機関への搬送等必要な措置を講 

じます。また、賠償すべき事故が発生した場合に備え、損害保険に加入し、速やか 

にその対応を行います。但し、事業者に好意、過失がない場合はこの限りにありま 

せん。 

 

（２）発生した事故は記録に残し、保険者、担当介護支援専門員へ報告を行います。 

 

（３）サービス従業者全員で利用者のケアに努めますが、自傷行為をはじめ利用者の 

予測不可能な行為によって発生した事故、損害については責任を負えませんので 

予めご了承下さい。 

 

（４）利用者の責任によって当事業所が損害を被った場合、利用者及びその家族は連帯 

して当事業所に対し、その損害を賠償するものとします。 

  

９．非常災害対策 

  非常災害時に対応するため、消防計画および防火管理規程を定めるとともに、サー 

ビス提供中において避難・消火訓練を年１回以上実施し有事に備えます。 

 

１０．虐待防止に関する事項 

（１）事業所は、利用者の人権擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次

の措置を講じます。 

①虐待防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催。  

②虐待防止のための指針を整備する。 

③訪問介護員に対し虐待防止のための研修会を定期的に実施する。 

④虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を置く。 

⑤その他の虐待防止のために必要な設置。 

 

（２）事業所は、サービス提供中に、サービス従事者又は養護者(利用者の家族等高齢 
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者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は速や 

かに、これを保険者に通報いたします。 

 １１．身体的拘束 

    事業所は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむ 

を得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下、 

「身体的拘束等」という。）は行わない。やむを得ず身体的拘束等を行う場合に 

は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない 

理由を記録します。 

 

１２．業務継続計画の策定等 

 （１）事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し本事業の継続

的 

な実施及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下、「業務継続 

計画」という。）を策定し、業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

 

 （２）事業所は、サービス従事者に対し、業務継続計画について周知するととも

に、 

   必要な研修及び訓練を定期的に実施するように努めます。 

 

 （３）事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計 

画の変更を行います。 

 

１３．衛生管理等 

（１）事業所は、サービス従事者の清潔の保持及び健康状態の管理を行うととも

に、 

  事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めます。 

 

 （２）事業所は、事業所において感染症の発生、又はまん延しないように次の各号

に 

掲げる措置を講じます。 

①事業所における感染症予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を 

定期的に開催するとともに、その結果について訪問介護員に周知徹底を図る。 

②事業所における感染症予防及びまん延防止のための指針を整備する。 

③事業所において、訪問介護員に対し、感染症予防及びまん延防止のための研 

修及び訓練を定期的に実施する。 

 

１４．サービス内容に関する苦情 

（１）通所介護（従前通所介護相当サービス）に関する相談・苦情及び居宅サービス 

  計画に基づいて提供している各サービスについてのご相談・苦情を承ります。 
 

   （担  当） 苦情解決責任者：管 理 者  山 本 喜 一 

          苦情受付担当者：生活相談員  一 瀬  修 

  （受付時間） 月曜日～土曜日   午前８時３０分～午後５時１５分 

          ０９５６－８２－２１２１ 
 

①苦情受付担当者が苦情申し出の窓口として対応する。尚、相談された利用者 

 及びその家族のプライバシーと秘密の保持のため十分な配慮を行う。 

②苦情受付担当者は苦情の内容及び苦情申立者の意向を確認、記録し、その内 

容を苦情解決責任者へ報告する。 
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③苦情解決責任者は、苦情の内容の報告を受け、その場で判断される事項につ 

いては、苦情申立者と協議し、解決を図る。 

（２）当法人では、苦情解決第三者委員を選任し、「苦情解決委員会」において適 

  切に苦情解決に努めます。尚、苦情解決第三者委員に直接苦情を申し出ること 

  もできます。 
 

◎苦情解決第三者委員      

識  者 ： 山口 誠実（連絡先０９５６―８２－４２７２） 

識  者 ： 田邊 悦子（連絡先０９５６－８２－３８５８） 

  

（３）行政機関その他苦情受付     

①川棚町役場 長寿支援課 長寿介護係（地域包括支援センター） 

     （受付時間） 月曜日～金曜日  午前８時３０分～午後５時１５分 

            ０９５６－５９－５８８３ 

    ②長崎県国民健康保険団体連合会 

     （受付時間） 月曜日～金曜日  午前９時００分～午後５時００分 

            ０９５－８２６－１５９９ 

 

１５．秘密保持に関する対応 

サービスを提供するうえで知り得た利用者及びその家族に関する情報を正当 

な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。また、 

利用者または家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等にお 

いて利用者の個人情報を用いません。 

 

１６．サービス利用にあたっての留意事項 

（１）インフルエンザ等の感染症や食中毒が発生したとき、又はそのおそれが疑われ

る状況が生じたときは、被害を最小限にするために、サービスを中止する場合が

あります。 

 

 （２）当日の健康状態チェックの結果、発熱や風邪症状など体調が悪い場合にはサー 

ビスの提供をお断りする場合があります。 

 

（３）体調不良時の受診はご家族にてお願いします。 

 

（４）送迎の際の途中下車はお断りしています。又、飲食物の持ち込み及び利用者同 

   士の品物・金銭の貸し借りはご遠慮下さい。 

 

（５）下記の行為は、ハラスメントに該当する可能性があり、サービスを中止させて 

ていただくことがありますので、ご理解・ご了承ください。 

 

①暴力又は乱暴な言動、無理な要求 

●物を投げつける、刃物を向ける 

●怒鳴る、奇声、大声を発する 

●対象範囲外のサービスの強要 

②セクシャルハラスメント 

●サービス従業者の体を触る、手を握る 

●性的な言動 など  

 


